
（仮称）北広島市広葉交流センター条例（案）の概要について 

 

■設置目的    市民相互の世代を超えた交流の促進及び学習・文化活動の振興を図り、

もって市民生活の向上及び活力ある地域社会の形成に資するため、（仮

称）北広島市広葉交流センターを設置します。 

 

■名 称   （仮称）北広島市広葉交流センター 

■位 置    北広島市広葉町３丁目１番地 

■開館時間    午前９時から午後９時３０分までとする。 

■休 館 日    ・月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日に当たるときは、その日以降の休日でない日 

         ・年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

 

■使用申込み   ・市民の方は、使用日の３月前の属する月の初日から 

          ・市民以外の方は、使用日の２月前の属する月の初日から 

 

■使用の不許可  ・公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。 

         ・施設又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。 

         ・管理運営上支障があるとき。 

         ・葬儀では使用できません。 

■使用料金 

・表中の基本使用料は一般料金です。 

・割増や減額、免除の基準に該当する場合は基本使用料から割増又は減額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部 屋 名 
面 積 

㎡ 

基本使用料 円 

（１時間につき） 
使用用途・付属設備など 

１階 

交流室１ 44 260 会議・サークル活動など多目的に使用できます。 

交流室２ 98 580 会議・サークル活動など多目的に使用できます。 

調理室 128 760 
既存の家庭科室を活かした部屋で調理台等を完備。 
付属設備を使用する場合は別途料金。 

陶芸室 64 380 
陶芸窯（大・小）等を完備 
付属設備を使用する場合は別途料金。 

練習室１ 40 230 
防音仕様 
軽音楽・ダンスの練習に使用できます。 

音楽室 40 230 
防音仕様、ﾄﾞﾗﾑ等を完備し、バンド練習等に使用で
きます。付属設備を使用する場合は別途料金。 

２階 

交流室３ 64 380 会議・サークル活動など多目的に使用できます。 

交流室４ 64 380 会議・サークル活動など多目的に使用できます。 

研修室 148 880 
プロジェクタ等を完備し、研修会・講習会等に使用
できます。付属設備を使用する場合は別途料金。 

和室1 30 180 
囲碁・着付け教室・日舞の練習・子育てサークル等
に使用できます。 

和室2 30 180 
囲碁・着付け教室・日舞の練習・子育てサークル等
に使用できます。 

練習室２ 84 500 
防音仕様 
軽音楽・ダンスの練習等に使用できます。 

学習室 119 710 
既存の理科室を活かした部屋で、水を使用する体験
学習・絵画・習字等に使用できます。 

 

【パブリックコメント資料】 



 

 

 

 

 

 

※使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時間とみなします。（例えば、

１時間１５分は２時間となります。） 

    ※使用時間の中には、準備や片付けなどの時間も含みます。 

※使用料は申請（許可）時に納付していただきます。 

※体育館での飲食は原則禁止とします。 

※体育館の団体利用は10人以上とします。 

 

■使用料の割増 

次の場合は使用料が割増となります。 

・使用者が市民以外の者である場合 

・使用が営利目的などの場合 

・入場料その他これに類する料金が1,000円を超えるものを徴収する場合 

 

■使用料の減額・免除 

次の場合は使用料が減免又は免除となります。 

・市が主催又は共催する事業、小中学校の全市的な行事、登録ボランティア団体、

障がい者により構成された団体、社会福祉協議会、地域社会福祉推進団体等、

社会教育関係登録団体、高齢者団体、自治会町内会等の団体が使用する場合 

・高校生以下・６５歳以上の高齢者・障がいを持った方などが使用する場合 

 

■キャンセルや変更 

・使用日の１５日前までに使用中止を申し出た場合は、使用料の半額を還付します。

それ以外は還付しません。 

・使用時間や部屋の変更により不足額が生じる場合は、不足分を納付していただき

ます。 

 

■販売行為等の禁止 

・物品の販売又は寄付金の募集その他これらに類する行為は禁止とします。 

 

■条例施行予定日  平成２６年７月  日（オープン日） 

施設名 部 屋 名 単位 基本使用料 円 使用用途・付属設備など 

体育館 
個人利用 1回 50 スポーツ・文化祭等に使用できま

す。付属設備を使用する場合は別
途料金。 団体利用 1時間 540 

 


